
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～感震ブレーカーで地震による電気火災を防ぐ！～ 

対 象 者 

・ 感震ブレーカーを設置した住宅の世帯主 

・ 市内に住所を有し、市税を完納している者 

・ 過去にこの補助金の交付を受けていない者 
 

助成内容 

感震ブレーカーの購入費及び設置工事費 
 

助成金額 

・ 設置費用に 1/2 以内 上限 5 万円 

・ 「木造住宅耐震補強助成金事業」と併せて設置する場合 

設置費用の 2/3 以内 上限 5 万円 
 

交付申請・受付期間 
令和 8 年 6 月 1 日（月）～令和 9 年 2 月２６日（金） 

※予算がなくなり次第、終了します。 
 

申請方法 

・ スマート申請（推奨） 

・ 窓口申請 

・ 郵送 

助成額 

上限 5 万円 

スマート申請 

https://ttzk.graffer.jp/city-hamamatsu/smart-apply/apply-procedure-alias/kanshin 

https://ttzk.graffer.jp/city-hamamatsu/smart-apply/apply-procedure-alias/kanshin


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

感震ブレーカーの種類 

 

 

 

注意事項 

 「感震ブレーカー設置費助成事業」申請等の手引きを必ず読んでから、感震

ブレーカーを設置してください。 

 

詳  細 

 申請方法など詳細は市のホームページへ 

 

分電盤タイプ（内蔵型） 分電盤タイプ（外付型） コンセントタイプ 

（一括遮断型を推奨） 

簡易タイプ 

 

提出先・お問い合わせ先 電 話 

市役所 危機管理課  ４５７－２５３７ 

中央区役所 区振興課 ４５７－２２１０ 

東行政センター  ４２４－０１１５ 

西行政センター  ５９７－１１１２ 

舞阪支所  ５９２－２１１１ 

南行政センター  ４２５－１１２０ 

浜名区役所 区振興課 ５８５－１１４３ 

北行政センター  ５２３－１１６８ 

引佐支所  ５４２－１１１2 

三ヶ日支所 ５２４－１１１１ 

天竜区役所 区振興課 ９２２－００１６ 

春野支所 ９８３－０００１ 

佐久間支所 ９６６－０００１ 

水窪支所 ９８２－０００１ 

龍山支所 ９６６－２１１１ 

感震ブレーカー 感震ブレーカー  市 HP 検索 

提出先・お問い合わせ先 


